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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一の施設に設置された分析装置において実施された保守作業に関する保守作業情報を管
理するために、前記一の施設とは異なる他の施設に設置された管理装置と、
　前記一の施設に設置され、前記管理装置とネットワークを介して接続され、前記分析装
置の保守作業情報を前記管理装置に送信する端末処理装置とを備え、
　前記端末処理装置は、
　　表示部と、
　　前記表示部に入力画面を表示させ、この入力画面において前記分析装置の保守作業情
報の入力を受け付ける保守作業情報受付手段と、
　　前記保守作業情報受付手段で受け付けた前記分析装置の保守作業情報を、ネットワー
クを介して、前記管理装置に日付とともに送信する第１保守作業情報送信手段と、
　　ユーザが日付を指定すると、前記分析装置の保守作業情報のリストを前記管理装置に
要求する要求手段と、
前記要求手段により前記管理装置に要求した前記リストを前記表示部に表示させる表示制
御手段と、を含み、
　前記管理装置は、
　　前記端末処理装置から送信された前記分析装置の保守作業情報を日付とともに受信す
る保守作業情報受信手段と、
　　受信された前記保守作業情報を日付とともに記憶する保守作業情報記憶手段と、
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前記端末処理装置からの要求に応じて、ユーザにより指定された日付から遡った期間に対
応する前記分析装置の保守作業情報を前記保守作業情報記憶手段から読み出し、読み出し
た保守作業情報のリストを、ネットワークを介して、前記端末処理装置に送信する第２保
守作業情報送信手段と、を含み、
　前記リストは、前記ユーザにより指定された日付に応じて、日付が新しい保守作業情報
から順に遡って日付順に保守作業情報が並べられたリストである、保守情報管理システム
。
【請求項２】
　前記端末処理装置の表示部には、認証されたユーザの識別情報に対応する分析装置の一
覧が、各分析装置の保守作業情報を各分析装置ごとに選択可能な態様でリスト表示される
ように構成されている、請求項１に記載の保守情報管理システム。
【請求項３】
　前記第１保守作業情報送信手段は、前記分析装置の保守作業情報を、前記分析装置の識
別情報と対応付けて、前記管理装置に送信し、
　前記保守作業情報受信手段は、前記端末処理装置から送信された前記分析装置の識別情
報および保守作業情報を受信し、
　前記保守作業情報記憶手段は、受信された前記保守作業情報を前記分析装置の識別情報
と対応付けて記憶し、
　前記第２保守作業情報送信手段は、前記分析装置の識別情報に対応する保守作業情報を
前記保守作業情報記憶手段から読み出し、読み出した保守作業情報を、前記端末処理装置
に送信するように構成されている、請求項２記載の保守情報管理システム。
【請求項４】
　前記端末処理装置は、
　　前記分析装置のユーザの識別情報の入力を受け付けるユーザ情報受付手段と、
　　前記ユーザ情報受付手段で受け付けた前記ユーザの識別情報を前記管理装置に送信す
るユーザ情報送信手段とをさらに含み、
　前記管理装置は、
　　前記端末処理装置からユーザの識別情報を受信するユーザ情報受信手段と、
　　ユーザの認証を行うためのユーザ情報を記憶するユーザ情報記憶手段と、
　　前記ユーザ情報受信手段により受信した前記ユーザの識別情報、および、前記ユーザ
情報記憶手段に記憶された前記ユーザ情報に基づいて、ユーザの認証を行うユーザ認証手
段と、
　　前記ユーザの認証が成功した場合にのみ、前記入力画面を表示するための入力画面情
報を前記端末処理装置に送信する入力画面情報送信手段とをさらに含み、
　前記保守作業情報受付手段は、前記管理装置から前記入力画面情報を受信すると、前記
入力画面を前記表示部に表示させるように構成されている、請求項３に記載の保守情報管
理システム。
【請求項５】
　前記第２保守作業情報送信手段は、保守作業情報をウェブページを用いて前記端末処理
装置に送信するように構成されている、請求項１～４のいずれか１項に記載の保守情報管
理システム。
【請求項６】
　前記管理装置は、
　　ユーザによる日付の指定を受け付ける日付受付手段を含む画面を表示するための画面
情報を作成する画面情報作成手段と、
　　前記画面情報作成手段により作成された画面情報を、ネットワークを介して、前記端
末処理装置に送信する画面情報送信手段と、をさらに含み、
　前記表示制御手段は、
　前記画面情報送信手段により送信された画面情報に基づいて、日付受付手段を含む画面
を前記表示部に表示させ、前記ユーザによる日付の指定を受け付ける、請求項１に記載の
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保守情報管理システム。
【請求項７】
　前記画面情報作成手段が、カレンダー形式の日付受付手段を含む画面を表示するための
画面情報を作成し、前記画面情報送信手段が、作成された画面情報を前記端末処理装置に
送信し、
　前記表示制御手段は、前記表示部に前記カレンダー形式の日付受付手段を含む画面を表
示する、請求項１に記載の保守作業管理システム。
【請求項８】
　前記画面情報作成手段が、保守作業が実施された日付が識別可能なカレンダー形式の日
付受付手段を含む画面を表示するための画面情報を作成する、請求項７に記載の保守作業
管理システム。
【請求項９】
　前記分析装置が設置された前記一の施設には他の分析装置が設置されており、
　前記第１保守作業情報送信手段は、前記分析装置が設置された前記一の施設の識別情報
と対応付けて、前記分析装置の保守作業情報を前記管理装置に送信し、
　前記保守作業情報記憶手段は、前記分析装置が設置された前記一の施設の識別情報と対
応付けて、前記分析装置の保守作業情報を記憶し、
　前記第２保守作業情報送信手段は、前記分析装置の保守作業情報を、前記分析装置が設
置された前記一の施設の他の分析装置の保守作業情報とともに、前記保守作業情報記憶手
段から読み出し、読み出した保守作業情報を、ネットワークを介して、前記端末処理装置
に送信するように構成されている、請求項１～８のいずれか１項に記載の保守情報管理シ
ステム。
【請求項１０】
　前記要求手段は、ユーザにより指定された日付に対応する前記分析装置の保守作業情報
、および、所定期間の保守作業情報をまとめたレポート形式の保守作業情報のうちのユー
ザにより選択された方の保守作業情報を前記管理装置に要求し、
　前記第２保守作業情報送信手段は、前記端末処理装置からの要求に応じて、ユーザによ
り指定された日付に対応する前記分析装置の保守作業情報、または、前記所定期間の保守
作業情報をまとめたレポート形式の保守作業情報を前記保守作業情報記憶手段から読み出
し、読み出した保守作業情報を、ネットワークを介して、前記端末処理装置に送信するよ
うに構成されている、請求項１～９のいずれか１項に記載の保守情報管理システム。
【請求項１１】
　前記管理装置は、保守作業情報記憶手段が記憶する保守作業情報のうち、認証されたユ
ーザの識別情報に対応する分析装置に関する保守作業情報について前記端末処理装置から
の閲覧および入力を許可する、請求項４に記載の保守情報管理システム。
【請求項１２】
　一の施設内の複数の分析装置を複数のグループに分けた各々に、前記ユーザの識別情報
が割り当てられている、請求項３に記載の保守情報管理システム。
【請求項１３】
　一の施設に設置された分析装置と、
　前記一の施設とは異なる他の施設に設置され、前記分析装置とネットワークを介して接
続され、前記分析装置において実施された保守作業に関する保守作業情報を管理する管理
装置とを備え、
　前記分析装置は、
　表示部と、
　前記表示部に入力画面を表示させ、この入力画面において前記分析装置の保守作業情報
の入力を受け付ける保守作業情報受付手段と、
　前記保守作業情報受付手段で受け付けた前記分析装置の保守作業情報を、ネットワーク
を介して、前記管理装置に日付とともに送信する第１保守作業情報送信手段と、
　ユーザが日付を指定すると、前記分析装置の保守作業情報のリストを前記管理装置に要
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求する要求手段と、
前記要求手段により前記管理装置に要求した前記リストを前記表示部に表示させる表示制
御手段と、を含み、
　前記管理装置は、
　前記分析装置から送信された前記分析装置の保守作業情報を日付とともに受信する保守
作業情報受信手段と、
　受信された前記保守作業情報を日付とともに記憶する保守作業情報記憶手段と、
　前記分析装置からの要求に応じて、ユーザにより指定された日付から遡った期間に対応
する前記分析装置の保守作業情報を前記保守作業情報記憶手段から読み出し、読み出した
保守作業情報のリストを、ネットワークを介して、前記分析装置に送信する第２保守作業
情報送信手段と、を含み、
　前記リストは、前記ユーザにより指定された日付に応じて、日付が新しい保守作業情報
から順に遡って日付順に保守作業情報が並べられたリストである、保守情報管理システム
。
【請求項１４】
　一の施設に設置された分析装置において実施された保守作業に関する保守作業情報を管
理するために、前記一の施設とは異なる他の施設に設置された管理装置と、
　前記一の施設に設置され、前記管理装置にネットワークを介して接続され、前記分析装
置の保守作業情報を前記管理装置に送信する端末処理装置とを備え、
　前記端末処理装置は、
　表示部と、
　前記管理装置と通信を行う第１の通信インタフェースと、
　前記表示部に入力画面を表示させ、この入力画面において前記分析装置の保守作業情報
の入力を受け付ける処理、前記分析装置の保守作業情報を、前記第１の通信インタフェー
スを介して、日付とともに前記管理装置に送信する処理、ユーザが日付を指定すると、前
記分析装置の保守作業情報のリストを、前記第１の通信インタフェースを介して、前記管
理装置に要求する処理、および、前記管理装置に要求した前記リストを前記表示部に表示
させる処理を実行する第１制御部とを含み、
　前記管理装置は、
　前記端末処理装置と通信を行う第２の通信インタフェースと、
　記憶部と、
　前記端末処理装置から日付とともに送信された前記分析装置の保守作業情報を、前記第
２の通信インタフェースを介して受信する処理、受信した前記保守作業情報を日付ととも
に前記記憶部に記憶させる処理、および、前記端末処理装置からの要求に応じて、ユーザ
により指定された日付から遡った期間に対応する前記分析装置の保守作業情報を前記記憶
部から読み出し、読み出した保守作業情報のリストを、前記第２の通信インタフェースを
介して、前記端末処理装置に送信する処理を実行する第２制御部とを含み、
前記リストは、前記ユーザにより指定された日付に応じて、日付が新しい保守作業情報か
ら順に遡って日付順に保守作業情報が並べられたリストである、保守情報管理システム。
【請求項１５】
　一の施設に設置された分析装置において実施された保守作業に関する保守作業情報を管
理するために、前記一の施設とは異なる他の施設に設置された管理装置であって、
　前記一の施設に設置された端末処理装置からネットワークを介して送信された分析装置
の保守作業情報を日付とともに受信する保守作業情報受信手段と、
　受信された前記保守作業情報を日付とともに記憶する保守作業情報記憶手段と、
　前記端末処理装置からの要求に応じて、ユーザにより指定された日付から遡った期間に
対応する前記分析装置の保守作業情報を前記保守作業情報記憶手段から読み出し、読み出
した保守作業情報のリストを、ネットワークを介して、前記端末処理装置に送信する保守
作業情報送信手段とを備え、
前記リストは、前記ユーザにより指定された日付に応じて、日付が新しい保守作業情報か
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ら順に遡って日付順に保守作業情報が並べられたリストである、管理装置。
【請求項１６】
　一の施設に設置された端末処理装置から、前記一の施設に設置された分析装置において
実施された保守作業に関する保守作業情報を、ネットワークを介して、前記一の施設とは
異なる他の施設に設置された管理装置に日付とともに送信するステップと、
　前記管理装置の保守作業情報記憶手段により、ネットワークを介して送信された前記保
守作業情報を日付とともに記憶するステップと、
　前記端末処理装置からの要求に応じて、ユーザにより指定された日付から遡った期間に
対応する、前記保守作業情報記憶手段に記憶された前記分析装置の保守作業情報のリスト
を、ネットワークを介して、前記端末処理装置に送信するステップとを備え、
前記リストは、前記ユーザにより指定された日付に応じて、日付が新しい保守作業情報か
ら順に遡って日付順に保守作業情報が並べられたリストである、保守情報管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、分析装置において実施された保守作業に関する保守作業情報を管理する保守
情報管理システム、管理装置および保守情報管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、分析装置において実施されたメンテナンスの内容および実施日などの保守作業の
情報を管理することが可能な分析装置が知られている（たとえば、特許文献１および２参
照）。
【０００３】
　上記特許文献１には、記憶手段と、表示手段と、メンテナンス管理手段とを備えた分析
装置が開示されている。この分析装置では、メンテナンス管理手段により、保守作業が実
施された日時を保守項目別に記憶手段に記憶させるとともに、各保守項目についての実施
履歴を表示手段に表示させることが可能である。
【０００４】
　上記特許文献２には、ＣＲＴ（表示部）と、操作パネルと、記憶装置とを備えた分析装
置が開示されている。この分析装置では、操作パネルを用いてユーザが実施した保守作業
の内容および日時を入力し、記憶装置に記憶させることによって、保守作業の実施履歴を
ＣＲＴに表示することが可能である。
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－１８１７４４号公報
【特許文献２】特開平９－２１１００３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１および２に記載の分析装置では、それぞれ、保守作業の
内容および日時などの保守作業情報をユーザが分析装置で管理しているので、たとえば、
分析装置が故障した場合には、記憶している保守作業情報が失われてしまう可能性がある
。このため、ユーザは、分析装置の故障などに備えて、保守作業情報のバックアップを定
期的に取っておく必要があるという問題点がある。
【０００７】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の１つ
の目的は、ユーザが分析装置側で保守作業情報を管理しなくても、分析装置の保守作業情
報を確認することができる保守情報管理システム、管理装置および保守情報管理方法を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段および発明の効果】
【０００８】
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　上記目的を達成するために、この発明の第１の局面による保守情報管理システムは、一
の施設に設置された分析装置において実施された保守作業に関する保守作業情報を管理す
るために、一の施設とは異なる他の施設に設置された管理装置と、一の施設に設置され、
前記管理装置とネットワークを介して接続され、分析装置の保守作業情報を前記管理装置
に送信する端末処理装置とを備え、端末処理装置は、表示部と、表示部に入力画面を表示
させ、この入力画面において分析装置の保守作業情報の入力を受け付ける保守作業情報受
付手段と、保守作業情報受付手段で受け付けた分析装置の保守作業情報を、ネットワーク
を介して、管理装置に日付とともに送信する第１保守作業情報送信手段と、ユーザが日付
を指定すると、分析装置の保守作業情報のリストを管理装置に要求する要求手段と、要求
手段により管理装置に要求したリストを表示部に表示させる表示制御手段と、を含み、管
理装置は、端末処理装置から送信された分析装置の保守作業情報を日付とともに受信する
保守作業情報受信手段と、受信された保守作業情報を日付とともに記憶する保守作業情報
記憶手段と、端末処理装置からの要求に応じて、ユーザにより指定された日付から遡った
期間に対応する分析装置の保守作業情報を保守作業情報記憶手段から読み出し、読み出し
た保守作業情報のリストを、ネットワークを介して、端末処理装置に送信する第２保守作
業情報送信手段と、を含み、リストは、ユーザにより指定された日付に応じて、日付が新
しい保守作業情報から順に遡って日付順に保守作業情報が並べられたリストである。
　上記第１の局面による保守情報管理システムにおいて、好ましくは、端末装置の表示部
には、認証されたユーザの識別情報に対応する分析装置の一覧が、各分析装置の保守作業
情報を各分析装置ごとに選択可能な態様でリスト表示されるように構成されている。
【０００９】
　この第１の局面による保守情報管理システムでは、上記のように、端末処理装置とネッ
トワークを介して接続された管理装置に、端末処理装置から送信された分析装置の保守作
業情報を受信する保守作業情報受信手段と、受信された保守作業情報を記憶する保守作業
情報記憶手段と、端末処理装置からの要求に応じて、分析装置の保守作業情報を保守作業
情報記憶手段から読み出し、読み出した保守作業情報を、ネットワークを介して、端末処
理装置に送信する保守作業情報送信手段とを設けることによって、分析装置の保守作業情
報を、分析装置とは別個の管理装置により記憶して管理し、ユーザは、ネットワークを介
して、その保守作業情報を確認することができるので、たとえば、分析装置が故障した場
合でも、保守作業情報が失われない。これにより、ユーザは、分析装置側で保守作業情報
を管理する必要がなく、たとえば、分析装置の故障などに備えて保守作業情報のバックア
ップを取る必要がない。
【００１０】
　上記第１の局面による保守情報管理システムにおいて、好ましくは、第１保守作業情報
送信手段は、分析装置の保守作業情報を、分析装置の識別情報と対応付けて、管理装置に
送信し、保守作業情報受信手段は、端末処理装置から送信された分析装置の識別情報およ
び保守作業情報を受信し、保守作業情報記憶手段は、受信された保守作業情報を分析装置
の識別情報と対応付けて記憶し、第２保守作業情報送信手段は、分析装置の識別情報に対
応する保守作業情報を保守作業情報記憶手段から読み出し、読み出した保守作業情報を、
端末処理装置に送信するよう構成されている。このように構成すれば、複数の分析装置の
保守作業情報を管理装置において管理する場合であっても、保守作業情報を分析装置ごと
に容易に管理することができる。
【００１１】
　上記第１の局面による保守情報管理システムにおいて、好ましくは、端末処理装置は、
表示部と、表示部に入力画面を表示させ、この入力画面において分析装置の保守作業情報
の入力を受け付ける保守作業情報受付手段とをさらに含み、第１保守作業情報送信手段は
、保守作業情報受付手段で受け付けた保守作業情報を、管理装置に送信するように構成さ
れている。このように構成すれば、ユーザにより入力された保守作業情報を管理装置にお
いて管理することができる。
【００１２】
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　上記第１の局面による保守情報管理システムにおいて、好ましくは、端末処理装置は、
分析装置のユーザの識別情報の入力を受け付けるユーザ情報受付手段と、ユーザ情報受付
手段で受け付けたユーザの識別情報を管理装置に送信するユーザ情報送信手段とをさらに
含み、管理装置は、端末処理装置からユーザの識別情報を受信するユーザ情報受信手段と
、ユーザの認証を行うためのユーザ情報を記憶するユーザ情報記憶手段と、ユーザ情報受
信手段により受信したユーザの識別情報、および、ユーザ情報記憶手段に記憶されたユー
ザ情報に基づいて、ユーザの認証を行うユーザ認証手段と、ユーザの認証が成功した場合
にのみ、入力画面を表示するための入力画面情報を端末処理装置に送信する入力画面情報
送信手段とをさらに含み、保守作業情報受付手段は、管理装置から入力画面情報を受信す
ると、入力画面を表示部に表示させるよう構成されている。このように構成すれば、ユー
ザ認証手段により認証されたユーザのみが保守作業情報の入力を行えるので、たとえば、
管理装置がネットワークを介して複数のユーザからアクセス可能に構成されていたとして
も、管理装置に送信される保守作業情報が制限されるので、管理装置の保守作業情報記憶
手段に記憶される保守作業情報の信頼性が低下するのを抑制することができる。
【００１３】
　上記第１の局面による保守情報管理システムにおいて、好ましくは、第２保守作業情報
送信手段は、保守作業情報をウェブページを用いて端末処理装置に送信するように構成さ
れている。このように構成すれば、所定のユーザは、ウェブページを閲覧可能な任意の装
置を用いて保守作業情報の提供を受けることができる。
【００１５】
　上記第１の局面による保守情報管理システムにおいて、好ましくは、管理装置は、ユー
ザによる日付の指定を受け付ける日付受付手段を含む画面を表示するための画面情報を作
成する画面情報作成手段と、画面情報作成手段により作成された画面情報を、ネットワー
クを介して、端末処理装置に送信する画面情報送信手段と、をさらに含み、表示制御手段
は、画面情報送信手段により送信された画面情報に基づいて、日付受付手段を含む画面を
前記表示部に表示させ、ユーザによる日付の指定を受け付ける。このように構成すれば、
ユーザは、端末処理装置の表示部に表示されたカレンダー画面を用いて、保守作業が実施
された日付を容易に確認することができる。また、さらに好ましくは、画面情報作成手段
が、カレンダー形式の日付受付手段を含む画面を表示するための画面情報を作成し、画面
情報送信手段が、作成された画面情報を前記端末処理装置に送信し、表示制御手段は、表
示部にカレンダー形式の日付受付手段を含む画面を表示する。また、さらに好ましくは、
画面情報作成手段が、保守作業が実施された日付が識別可能なカレンダー形式の日付受付
手段を含む画面を表示するための画面情報を作成する。
【００１６】
　上記第１の局面による保守情報管理システムにおいて、好ましくは、保守作業情報記憶
手段は、保守作業情報を、保守作業が実施された日付と対応付けて記憶し、要求手段は、
特定の期間に分析装置で実施された保守作業に関する保守作業情報を要求し、第２保守作
業情報送信手段は、要求手段により要求された期間に対応する保守作業情報を保守作業情
報記憶手段から読み出し、読み出した保守作業情報を、端末処理装置に送信するように構
成されている。このように構成すれば、特定の期間における保守作業情報のみを取得でき
るので、ユーザは、効率的に保守作業の内容を確認することができる。なお、本発明にお
いては、特定の期間の要求は、開始時期と終了時期の両方を指定することによって行って
もよいし、開始時期のみを指定することによって行ってもよいし、終了時期のみを指定す
ることによって行ってもよい。また、本発明においては、特定の期間の要求は、日単位で
行ってもよいし、月単位や年単位で行ってもよい。
【００１７】
　上記第１の局面による保守情報管理システムにおいて、好ましくは、分析装置が設置さ
れた一の施設には他の分析装置が設置されており、第１保守作業情報送信手段は、分析装
置が設置された一の施設の識別情報と対応付けて、分析装置の保守作業情報を管理装置に
送信し、保守作業情報記憶手段は、分析装置が設置された一の施設の識別情報と対応付け
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て、分析装置の保守作業情報を記憶し、第２保守作業情報送信手段は、分析装置の保守作
業情報を、分析装置が設置された一の施設の他の分析装置の保守作業情報とともに、保守
作業情報記憶手段から読み出し、読み出した保守作業情報を、ネットワークを介して、端
末処理装置に送信するように構成されている。このように構成すれば、同一の施設に複数
の分析装置が配置されている場合、所定のユーザは、所定の分析装置の保守作業情報の提
供を受けるのみならず、同一の施設に配置された所定の分析装置以外の他の分析装置の保
守作業情報の提供も受けることができる。なお、本発明において、同一の施設とは、識別
情報が同じである施設を意味し、物理的に同一の施設を意味するのではない。したがって
、物理的に同一の施設が、施設の識別情報を複数有していてもよい。
【００１８】
　上記第１の局面による保守情報管理システムにおいて、好ましくは、要求手段は、ユー
ザにより指定された日付に対応する分析装置の保守作業情報、および、所定期間の保守作
業情報をまとめたレポート形式の保守作業情報のうちのユーザにより選択された方の保守
作業情報を前記管理装置に要求し、第２保守作業情報送信手段は、端末処理装置からの要
求に応じて、ユーザにより指定された日付に対応する前記分析装置の保守作業情報、また
は、所定期間の保守作業情報をまとめたレポート形式の保守作業情報を保守作業情報記憶
手段から読み出し、読み出した保守作業情報を、ネットワークを介して、端末処理装置に
送信するように構成されている。このように構成すれば、所定のユーザは、所定期間分の
保守作業情報がまとめられたレポートを用いて、所定期間分の保守作業情報を容易に確認
することができる。また、長期間分の保守作業情報を管理する場合にも、レポートが所定
期間分ごとにまとめられているので、容易に管理することができる。
　上記ユーザ認証手段を備える保守情報管理システムにおいて、好ましくは、管理装置は
、保守作業情報記憶手段が記憶する保守作業情報のうち、認証されたユーザの識別情報に
対応する分析装置に関する保守作業情報について端末処理装置からの閲覧および入力を許
可する。また、上記分析装置の保守作業情報を分析装置の識別情報と対応付けて管理装置
に送信する構成において、好ましくは、一の施設内の複数の分析装置を複数のグループに
分けた各々に、ユーザの識別情報が割り当てられている。
【００１９】
　この発明の第２の局面による保守情報管理システムは、一の施設に設置された分析装置
と、一の施設とは異なる他の施設に設置され、分析装置とネットワークを介して接続され
、分析装置において実施された保守作業に関する保守作業情報を管理する管理装置とを備
え、分析装置は、表示部と、表示部に入力画面を表示させ、この入力画面において分析装
置の保守作業情報の入力を受け付ける保守作業情報受付手段と、保守作業情報受付手段で
受け付けた分析装置の保守作業情報を、ネットワークを介して、管理装置に日付とともに
送信する第１保守作業情報送信手段と、ユーザが日付を指定すると、分析装置の保守作業
情報のリストを管理装置に要求する要求手段と、要求手段により管理装置に要求したリス
トを表示部に表示させる表示制御手段と、を含み、管理装置は、分析装置から送信された
分析装置の保守作業情報を日付とともに受信する保守作業情報受信手段と、受信された保
守作業情報を日付とともに記憶する保守作業情報記憶手段と、分析装置からの要求に応じ
て、ユーザにより指定された日付から遡った期間に対応する分析装置の保守作業情報を保
守作業情報記憶手段から読み出し、読み出した保守作業情報のリストを、ネットワークを
介して、分析装置に送信する第２保守作業情報送信手段と、を含み、リストは、ユーザに
より指定された日付に応じて、日付が新しい保守作業情報から順に遡って日付順に保守作
業情報が並べられたリストである。
【００２０】
　この第２の局面による保守情報管理システムでは、上記のように、分析装置とネットワ
ークを介して接続された管理装置に、分析装置から送信された分析装置の保守作業情報を
受信する保守作業情報受信手段と、受信された保守作業情報を記憶する保守作業情報記憶
手段と、分析装置からの要求に応じて、分析装置の保守作業情報を保守作業情報記憶手段
から読み出し、読み出した保守作業情報を、ネットワークを介して、分析装置に送信する
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保守作業情報送信手段とを設けることによって、分析装置の保守作業情報を、分析装置と
は別個の管理装置により記憶して管理し、ユーザは、ネットワークを介して、その保守作
業情報を確認することができるので、たとえば、分析装置が故障した場合でも、保守作業
情報が失われない。これにより、ユーザは、分析装置側で保守作業情報を管理する必要が
なく、たとえば、分析装置の故障などに備えて保守作業情報のバックアップを取る必要が
ない。また、保守作業情報を管理装置に送信する端末処理装置を分析装置と別個に設ける
ことなく、分析装置から管理装置に保守作業情報を送信することができる。
【００２１】
　この発明の第３の局面による保守情報管理システムは、一の施設に設置された分析装置
において実施された保守作業に関する保守作業情報を管理するために、前記一の施設とは
異なる他の施設に設置された管理装置と、一の施設に設置され、管理装置にネットワーク
を介して接続され、分析装置の保守作業情報を管理装置に送信する端末処理装置とを備え
、端末処理装置は、表示部と、管理装置と通信を行う第１の通信インタフェースと、表示
部に入力画面を表示させ、この入力画面において分析装置の保守作業情報の入力を受け付
ける処理、分析装置の保守作業情報を、第１の通信インタフェースを介して、日付ととも
に管理装置に送信する処理、ユーザが日付を指定すると、分析装置の保守作業情報のリス
トを、第１の通信インタフェースを介して、管理装置に要求する処理、および、管理装置
に要求したリストを表示部に表示させる処理を実行する第１制御部とを含み、管理装置は
、端末処理装置と通信を行う第２の通信インタフェースと、記憶部と、端末処理装置から
日付とともに送信された分析装置の保守作業情報を、第２の通信インタフェースを介して
受信する処理、受信した保守作業情報を日付とともに記憶部に記憶させる処理、および、
端末処理装置からの要求に応じて、ユーザにより指定された日付から遡った期間に対応す
る分析装置の保守作業情報を記憶部から読み出し、読み出した保守作業情報のリストを、
第２の通信インタフェースを介して、端末処理装置に送信する処理を実行する第２制御部
とを含み、リストは、ユーザにより指定された日付に応じて、日付が新しい保守作業情報
から順に遡って日付順に保守作業情報が並べられたリストである。
【００２２】
　この第３の局面による保守情報管理システムでは、上記のように、端末処理装置とネッ
トワークを介して接続された管理装置に、端末処理装置と通信を行う通信インタフェース
と、記憶部と、端末処理装置から送信された分析装置の保守作業情報を、第２の通信イン
タフェースを介して受信する処理、受信した保守作業情報を記憶部に記憶させる処理、お
よび、端末処理装置からの要求に応じて、分析装置の保守作業情報を記憶部から読み出し
、読み出した保守作業情報を、第２の通信インタフェースを介して、端末処理装置に送信
する処理を実行する制御部とを設けることによって、分析装置の保守作業情報を、分析装
置とは別個の管理装置により記憶して管理し、ユーザは、ネットワークを介して、その保
守作業情報を確認することができるので、たとえば、分析装置が故障した場合でも、保守
作業情報が失われない。これにより、ユーザは、分析装置側で保守作業情報を管理する必
要がなく、たとえば、分析装置の故障などに備えて保守作業情報のバックアップを取る必
要がない。
【００２３】
　この発明の第４の局面による管理装置は、一の施設に設置された分析装置において実施
された保守作業に関する保守作業情報を管理するために、一の施設とは異なる他の施設に
設置された管理装置であって、一の施設に設置された端末処理装置からネットワークを介
して送信された分析装置の保守作業情報を日付とともに受信する保守作業情報受信手段と
、受信された保守作業情報を日付とともに記憶する保守作業情報記憶手段と、端末処理装
置からの要求に応じて、ユーザにより指定された日付から遡った期間に対応する分析装置
の保守作業情報を保守作業情報記憶手段から読み出し、読み出した保守作業情報のリスト
を、ネットワークを介して、端末処理装置に送信する保守作業情報送信手段とを備え、リ
ストは、ユーザにより指定された日付に応じて、日付が新しい保守作業情報から順に遡っ
て日付順に保守作業情報が並べられたリストである。
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【００２４】
　この第４の局面による管理装置では、上記のように、ネットワークに接続された端末処
理装置から送信された分析装置の保守作業情報を受信する保守作業情報受信手段と、受信
された保守作業情報を記憶する保守作業情報記憶手段と、端末処理装置からの要求に応じ
て、分析装置の保守作業情報を保守作業情報記憶手段から読み出し、読み出した保守作業
情報を、ネットワークを介して、端末処理装置に送信する保守作業情報送信手段とを設け
ることによって、分析装置の保守作業情報を、分析装置とは別個の管理装置により記憶し
て管理し、ユーザは、ネットワークを介して、その保守作業情報を確認することができる
ので、たとえば、分析装置が故障した場合でも、保守作業情報が失われない。これにより
、ユーザは、分析装置側で保守作業情報を管理する必要がなく、たとえば、分析装置の故
障などに備えて保守作業情報のバックアップを取る必要がない。
【００２５】
　この発明の第５の局面による保守情報管理方法は、一の施設に設置された端末処理装置
から、一の施設に設置された分析装置において実施された保守作業に関する保守作業情報
を、ネットワークを介して、一の施設とは異なる他の施設に設置された管理装置に日付と
ともに送信するステップと、管理装置の保守作業情報記憶手段により、ネットワークを介
して送信された保守作業情報を日付とともに記憶するステップと、端末処理装置からの要
求に応じて、ユーザにより指定された日付から遡った期間に対応する、保守作業情報記憶
手段に記憶された分析装置の保守作業情報のリストを、ネットワークを介して、端末処理
装置に送信するステップとを備え、リストは、ユーザにより指定された日付に応じて、日
付が新しい保守作業情報から順に遡って日付順に保守作業情報が並べられたリストである
。

                                                                        
【００２６】
　この第５の局面による保守情報管理方法では、上記のように、管理装置の保守作業情報
記憶手段により、ネットワークを介して送信された分析装置の保守作業情報を記憶するス
テップと、端末処理装置からの要求に応じて、保守作業情報記憶手段に記憶された分析装
置の保守作業情報を、ネットワークを介して、端末処理装置に送信するステップとを設け
ることによって、分析装置の保守作業情報を、分析装置とは別個の管理装置により記憶し
て管理し、ユーザは、ネットワークを介して、その保守作業情報を確認することができる
ので、たとえば、分析装置が故障した場合でも、保守作業情報が失われない。これにより
、ユーザは、分析装置側で保守作業情報を管理する必要がなく、たとえば、分析装置の故
障などに備えて保守作業情報のバックアップを取る必要がない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２８】
　本実施形態の保守情報管理システム１は、図１に示すように、各施設Ａ～Ｃに配置され
る複数の分析装置１０と、管理装置２０とを備え、複数の分析装置１０および管理装置２
０は、互いに専用のネットワーク３０を介して接続されている。また、分析装置１０は、
装置本体１１と、装置本体１１により測定された測定データを処理して分析結果を得るデ
ータ処理装置１２とを含んでいる。なお、データ処理装置１２は、分析装置１０における
保守作業情報の入力を受け付け、入力された保守作業情報を管理装置２０へ送信するため
の端末処理装置としても用いられる。
【００２９】
　データ処理装置１２は、図２に示すように、本体部１３と、表示部１４と、入力デバイ
ス１５とを含むコンピュータにより構成されている。また、本体部１３は、ＣＰＵ１３１
と、ＲＯＭ１３２と、ＲＡＭ１３３と、ハードディスク１３４と、読出装置１３５と、入
出力インタフェイス１３６と、通信インタフェイス１３７と、画像出力インタフェイス１
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３８とから主として構成されている。
【００３０】
　ＣＰＵ１３１は、ＲＯＭ１３２およびハードディスク１３４に記憶されているコンピュ
ータプログラムを実行するために設けられている。また、ＣＰＵ１３１は、ＲＡＭ１３３
にロードされたコンピュータプログラムを実行することが可能である。
【００３１】
　ＲＯＭ１３２は、マスクＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭなどにより構成
され、ＣＰＵ１３１により実行されるコンピュータプログラムなどを記憶している。
【００３２】
　ＲＡＭ１３３は、ＳＲＡＭまたはＤＲＡＭなどにより構成されている。また、ＲＡＭ１
３３は、ＲＯＭ１３２およびハードディスク１３４に記憶されているコンピュータプログ
ラムの読み出しに用いられる。また、ＲＡＭ１３３は、これらのコンピュータプログラム
を実行するときに、ＣＰＵ１３１の作業領域として利用される。
【００３３】
　ハードディスク１３４は、オペレーティングシステムおよびアプリケーションプログラ
ムなど、ＣＰＵ１３１に実行させるための種々のコンピュータプログラムおよびコンピュ
ータプログラムの実行に用いるデータがインストールされている。
【００３４】
　読出装置１３５は、フレキシブルディスクドライブ、ＣＤ－ＲＯＭドライブ、ＤＶＤ－
ＲＯＭドライブなどにより構成されており、可搬型記録媒体１６に記憶されたコンピュー
タプログラムまたはデータを読み出すことが可能である。これにより、たとえば、読出装
置１３５を用いて可搬型記録媒体１６からコンピュータプログラムを読み出し、その読み
出されたコンピュータプログラムをハードディスク１３４にインストールすることが可能
である。なお、コンピュータプログラムは、可搬型記録媒体１６によって提供されるのみ
ならず、データ処理装置１２と通信可能に接続された外部のＰＣなどから電気通信回線（
有線、無線を問わない）を通じて提供されることも可能である。たとえば、コンピュータ
プログラムがインターネット上のサーバコンピュータのハードディスク内に格納されてお
り、このサーバコンピュータに本実施形態によるデータ処理装置１２が電気通信回線を通
じてアクセスするとともにコンピュータプログラムをダウンロードして、このダウンロー
ドしたコンピュータプログラムをハードディスク１３４にインストールすることも可能で
ある。また、ハードディスク１３４には、たとえば、米マイクロソフト社が製造販売する
Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）などのグラフィカルユーザインターフェイス環境を提供する
オペレーティングシステムがインストールされている。
【００３５】
　入出力インタフェイス１３６は、たとえば、ＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４、ＲＳ－２３２
Ｃなどのシリアルインターフェース、ＳＣＳＩ、ＩＤＥ、ＩＥＥＥ１２８４などのパラレ
ルインターフェース、および、Ｄ／Ａ変換器、Ａ／Ｄ変換器などからなるアナログインタ
ーフェースなどから構成されている。また、入出力インタフェイス１３６は、キーボード
およびマウスからなる入力デバイス１５を接続可能に構成されている。
【００３６】
　通信インタフェイス１３７は、たとえば、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）インターフェ
ースであり、所定の通信プロトコルを用いて、データ処理装置１２をネットワーク３０に
接続している。また、データ処理装置１２は、通信インタフェイス１３７を介して、装置
本体１１との間でデータの送受信が可能である。
【００３７】
　画像出力インタフェイス１３８は、ＬＣＤまたはＣＲＴなどで構成された表示部１４に
接続されており、ＣＰＵ１３１から与えられた画像データに応じた映像信号を表示部１４
に出力するように構成されている。そして、表示部１４は、画像出力インタフェイス１３
８が出力した映像信号に基づいて、画像を表示するように構成されている。
【００３８】
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　管理装置２０は、各施設Ａ～Ｃに配置された分析装置１０の保守作業情報を管理するた
めに設けられている。また、図３に示すように、管理装置２０は、本体部２１と、表示部
２２と、入力デバイス２３とを含むコンピュータ２０ａにより構成されている。また、本
体部２１は、ＣＰＵ２１１と、ＲＯＭ２１２と、ＲＡＭ２１３と、ハードディスク２１４
と、読出装置２１５と、入出力インタフェイス２１６と、通信インタフェイス２１７と、
画像出力インタフェイス２１８とを含んでいる。
【００３９】
　ＣＰＵ２１１は、ＲＯＭ２１２に記憶されているコンピュータプログラムおよびＲＡＭ
２１３にロードされたコンピュータプログラムを実行することが可能である。そして、Ｃ
ＰＵ２１１が、これらのコンピュータプログラムを実行することによって、コンピュータ
２０ａが本実施形態の管理装置２０として機能する。
【００４０】
　ＲＯＭ２１２は、マスクＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭなどにより構成
され、ＣＰＵ２１１により実行されるコンピュータプログラムなどを記憶している。
【００４１】
　ＲＡＭ２１３は、ＳＲＡＭまたはＤＲＡＭなどにより構成されている。また、ＲＡＭ２
１３は、ＲＯＭ２１２およびハードディスク２１４に記憶されているコンピュータプログ
ラムの読み出しに用いられる。また、ＲＡＭ２１３は、これらのコンピュータプログラム
を実行するときに、ＣＰＵ２１１の作業領域として利用される。
【００４２】
　ハードディスク２１４は、オペレーティングシステムおよびアプリケーションプログラ
ムなど、ＣＰＵ２１１に実行させるための種々のコンピュータプログラムおよびコンピュ
ータプログラムの実行に用いるデータがインストールされている。なお、本実施形態の管
理装置２０として機能するためのコンピュータプログラム２４ａ～２４ｃもハードディス
ク２１４にインストールされている。
【００４３】
　また、ハードディスク２１４には、アクセス権限情報データベース２１４ａおよび保守
作業情報データベース２１４ｂが設けられている。そして、アクセス権限情報データベー
ス２１４ａには、図４に示すように、施設ごとに固有のユーザＩＤと、各ユーザＩＤに対
応付けられたパスワード、施設名および装置情報とが格納されている。たとえば、図４に
示すユーザＩＤ０００１は、施設ＡのユーザＩＤであり、施設Ａの各装置（Ａ０１および
Ａ０２の２つの装置）にアクセスするためのパスワードが１２３４である。これらの情報
は、保守情報管理システム１の提供者によって、予めアクセス権限情報データベース２１
４ａに記憶される。また、保守作業情報データベース２１４ｂには、図５に示すように、
装置ごとに、保守作業の内容など、保守作業情報が保守作業の実施された日付と対応付け
られて記憶されている。
【００４４】
　読出装置２１５は、フレキシブルディスクドライブ、ＣＤ－ＲＯＭドライブ、ＤＶＤ－
ＲＯＭドライブなどにより構成されており、可搬型記録媒体２４に記憶されたコンピュー
タプログラムまたはデータを読み出すことが可能である。また、可搬型記録媒体２４には
、コンピュータを本実施形態の管理装置として機能させるためのコンピュータプログラム
２４ａ～２４ｃが格納されており、コンピュータ２０ａが可搬型記録媒体２４からコンピ
ュータプログラム２４ａ～２４ｃを読み出し、その読み出されたコンピュータプログラム
２４ａ～２４ｃをハードディスク２１４にインストールすることが可能である。
【００４５】
　なお、このコンピュータプログラム２４ａ～２４ｃは、可搬型記録媒体２４によって提
供されるのみならず、本実施形態による管理装置２０と通信可能に接続された外部のＰＣ
などから電気通信回線（有線、無線を問わない）を通じて提供されることも可能である。
たとえば、コンピュータプログラム２４ａ～２４ｃがインターネット上のサーバコンピュ
ータのハードディスク内に格納されており、このサーバコンピュータにコンピュータ２０
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ａがアクセスするとともに、コンピュータプログラム２４ａ～２４ｃをダウンロードして
、これをハードディスク２１４にインストールすることも可能である。
【００４６】
　入出力インタフェイス２１６は、たとえば、ＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４、ＲＳ－２３２
Ｃなどのシリアルインターフェース、ＳＣＳＩ、ＩＤＥ、ＩＥＥＥ１２８４などのパラレ
ルインターフェース、および、Ｄ／Ａ変換器、Ａ／Ｄ変換器などからなるアナログインタ
ーフェースなどから構成されている。また、入出力インタフェイス２１６は、キーボード
およびマウスからなる入力デバイス２３を接続可能に構成されている。
【００４７】
　通信インタフェイス２１７は、たとえば、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）インターフェ
ースであり、所定の通信プロトコルを用いて、管理装置２０をネットワーク３０に接続し
ている。これにより、管理装置２０とネットワーク３０に接続された分析装置１０との間
でデータの送受信が可能である。
【００４８】
　画像出力インタフェイス２１８は、ＬＣＤまたはＣＲＴなどで構成された表示部２２に
接続されており、ＣＰＵ２１１から与えられた画像データに応じた映像信号を表示部２２
に出力するように構成されている。そして、表示部２２は、画像出力インタフェイス２１
８が出力した映像信号に基づいて、画像を表示するように構成されている。
【００４９】
　次に、図６～図１３を参照して、本実施形態による保守情報管理システムの端末処理装
置および管理装置の動作について説明する。
【００５０】
　まず、ユーザによりデータ処理装置１２の電源が入れられると、ステップＳ１において
、データ処理装置１２のコンピュータプログラムの初期化が行われる。次に、ステップＳ
２において、ネットワーク３０を介した管理装置２０との接続処理が行われる。
【００５１】
　管理装置２０では、ユーザにより電源が入れられると、ステップＳ４１において、コン
ピュータプログラムの初期化が行われ、ステップＳ４２において、データ処理装置１２か
らネットワーク３０を介して管理装置２０にアクセスがあったか否かが判断される。アク
セスがあった場合には、ステップＳ４３において、ログイン画面用データがネットワーク
３０を介して管理装置２０からデータ処理装置１２に送信される。
【００５２】
　そして、データ処理装置１２では、ステップＳ３において、ログイン画面用データを受
信したか否かが判断され、受信するまでこの判断が繰り返される。ログイン画面用データ
を受信すると、ステップＳ４において、図８に示すように、表示部１４にログイン画面１
００が表示される。なお、管理装置２０から送信される画面は、ウェブブラウザにより表
示することが可能である。ログイン画面１００において、ユーザが、ユーザＩＤおよびパ
スワードからなるログイン情報を入力すると、ステップＳ５において、ログイン情報の入
力があったと判断され、ステップＳ６において、ユーザにより入力されたログイン情報が
データ処理装置１２から管理装置２０に送信される。
【００５３】
　管理装置２０では、ステップＳ４４において、データ処理装置１２から送信されたログ
イン情報を受信したか否かが判断され、受信するまでこの判断が繰り返される。ログイン
情報を受信すると、ステップＳ４５において、認証処理が行われ、ステップＳ４６におい
て、認証成功か否かが判断される。具体的には、ログイン画面１００において、ユーザに
より入力されたユーザＩＤおよびパスワードが、管理装置２０のハードディスク２１４に
設けられたアクセス権限情報データベース２１４ａに格納されているユーザＩＤおよびそ
れに対応付けられたパスワードに適合するか否かが判断される。適合しない場合には、ス
テップＳ６２に移行される。ユーザＩＤおよびパスワードがアクセス権限情報データベー
ス２１４ａに格納された情報と適合する場合には、ステップＳ４７に移行し、装置一覧画
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面用データが管理装置２０からデータ処理装置１２に送信される。これにより、所定のユ
ーザだけが、所定の分析装置に関する保守作業情報の閲覧、保守作業情報の入力および編
集などを行うことが可能となる。その結果、保守作業情報の信頼性の維持を図ることが可
能であるとともに、保守作業情報が漏洩するのを抑制することが可能である。
【００５４】
　そして、データ処理装置１２側で、ステップＳ７において、装置一覧画面用データが受
信されたか否かが判断され、受信するまでこの判断が繰り返される。装置一覧画面用デー
タを受信すると、ステップＳ８において、図９に示すように、ログイン画面１００で入力
されたユーザＩＤに対応する施設に配置されている分析装置１０が、装置一覧画面１１０
に一覧表示される。たとえば、施設Ａについては、分析装置１０が２つ配置されているの
で、装置一覧画面１１０にＡ０１およびＡ０２の２つの分析装置１０が表示される。また
、装置一覧画面１１０には、施設名および装置名に加えて、各装置のニックネーム、各装
置に対応するメニューボタン１１０ａおよびファイルボタン１１０ｂが表示される。各装
置のニックネームは、ユーザが各装置を識別し易いように、各装置に任意の名前を付すこ
とが可能である。
【００５５】
　次に、ステップＳ９において、メニューボタン１１０ａがクリックされたかが判断され
、メニューボタン１１０ａがクリックされなかった場合には、ステップＳ３５において、
ファイルボタン１１０ｂがクリックされたかが判断される。ファイルボタン１１０ｂがク
リックされた場合には、ステップＳ３６において、ファイル取得処理が行われる。なお、
ステップＳ３６におけるファイル取得処理については、後述する。また、メニューボタン
１１０ａがクリックされた場合には、ステップＳ１０において、管理装置２０に対してメ
ニュー画面情報の要求が行われる。
【００５６】
　管理装置２０では、ステップＳ４８において、メニュー画面情報の要求があったか否か
が判断され、要求があった場合には、ステップＳ４９において、管理装置２０からデータ
処理装置１２にメニュー画面情報が送信される。
【００５７】
　そして、データ処理装置１２で、ステップＳ１１において、メニュー画面情報の受信の
有無が判断され、ステップＳ１２において、表示部１４にメニュー画面１２０（図１０参
照）が表示される。その後、ステップＳ１３において、図１０に示すメニュー画面１２０
の保守情報管理用ボタン１２０ａがクリックされたか否かが判断され、クリックされると
、ステップＳ１４において、管理装置２０に対してカレンダー画面情報の要求が行われる
。
【００５８】
　管理装置２０では、ステップＳ５０において、カレンダー画面情報の要求の有無が判断
され、ステップＳ５１において、カレンダー画面情報がデータ処理装置１２に送信される
。
【００５９】
　そして、データ処理装置１２で、ステップＳ１５において、カレンダー画面情報の受信
の有無が判断され、受信するまでこの判断が繰り返される。カレンダー画面情報を受信す
ると、ステップＳ１６において、図１０に示すように、受信されたカレンダー画面情報に
基づいて、カレンダー画面１３０がメニュー画面１２０上に重ねて表示される。また、カ
レンダー画面１３０は、保守作業が実施された日付が識別可能な態様で表示される。具体
的には、保守作業が実施された日付部分の背景は橙色に表示され、保守作業が実施されて
いない日付部分の背景は水色に表示される。また、カレンダー画面１３０における日付部
分は、クリックすることにより選択可能に構成されており、ステップＳ１７において、い
ずれかの日付が選択されたか否かが判断される。選択された場合には、ステップＳ１８に
おいて、管理装置２０に対して保守作業履歴情報の要求がなされる。
【００６０】
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　管理装置２０では、ステップＳ５２において、保守作業履歴情報の要求の有無が判断さ
れ、要求があった場合には、ステップＳ５３において、保守作業履歴情報がデータ処理装
置１２に送信される。この際、ＣＰＵ２１１により、ハードディスク２１４に設けられた
保守作業情報データベース２１４ｂに記憶されている保守作業情報のうち、最新の日付か
ら過去１年間分の保守作業情報が、カレンダー画面１３０で選択された日付を先頭にして
日付順に並べられることにより保守作業履歴情報が作成される。
【００６１】
　そして、データ処理装置１２で、ステップＳ１９において、保守作業履歴情報が受信さ
れたか否かが判断され、受信するまでこの判断が繰り返される。受信すると、ステップＳ
２０において、図１１に示すように、メニュー画面１２０上に保守作業履歴一覧画面１４
０が表示される。具体的には、保守作業履歴一覧画面１４０には、カレンダー画面１３０
で選択した日付を先頭に、日付順に並べられた保守作業情報が表示される。また、保守作
業履歴一覧画面１４０には、左から順に、保守作業の実施日、保守作業情報の作成者名お
よび保守作業内容が表示される。さらに、後述する新規入力画面１６０を表示させるため
の新規ボタン１４０ａ、および、不要な情報を削除するための削除ボタン１４０ｂが表示
される。また、保守作業履歴一覧画面１４０には、スクロールバー１４０ｄが設けられて
おり、このスクロールバー１４０ｄのスライダを移動させることにより、画面に表示させ
る保守作業情報を変更することができる。ユーザは、各実施日の最左列に設けられたチェ
ック欄にチェックを付けた後、削除ボタン１４０ｂをクリックすることによって、不要な
保守作業情報を削除することが可能である。また、各実施日の保守作業内容の表示部分は
、それぞれリンクが設定されている（リンクが設定されていることを示す下線が付された
状態で表示されている）。
【００６２】
　次に、ステップＳ２１において、いずれかのリンク部分１４０ｃがユーザによりクリッ
クされたか否かが判断され、クリックされた場合には、ステップＳ２２において、管理装
置２０に対して詳細画面情報が要求される。
【００６３】
　管理装置２０では、ステップＳ５４において、詳細画面情報の要求の有無が判断され、
ステップＳ５５において、データ処理装置１２に詳細画面情報が送信される。
【００６４】
　そして、データ処理装置１２で、ステップＳ２３において、詳細画面情報が受信された
か否かが判断され、ステップＳ２４において、図１２に示すように、メニュー画面１２０
上に保守作業情報詳細画面１５０が表示される。保守作業情報詳細画面１５０には、クリ
ックされたリンク部分１４０ｃに対応する実施日の詳細な保守作業内容が表示される。し
たがって、保守作業履歴一覧画面１４０では、保守作業内容の全文が表示されていない場
合でも、保守作業情報詳細画面１５０により、保守作業情報データベース２１４ｂに記憶
されている保守作業内容の全文を確認することが可能である。また、保守作業情報詳細画
面１５０には、保存ボタン１５０ａおよびキャンセルボタン１５０ｂが設けられている。
また、ユーザは、この保守作業情報詳細画面１５０において、保守作業内容を編集するこ
とが可能である。
【００６５】
　次に、ステップＳ２５において、詳細な保守作業内容の編集指示があったか否かが判断
される。具体的には、ユーザが保守作業内容を編集した後、保存ボタン１５０ａをクリッ
クしたか否かが判断される。編集された保守作業情報は、ＲＡＭ１３３に一時的に記憶さ
れ、保存ボタン１５０ａがクリックされた場合には、ステップＳ２６において、ユーザＩ
Ｄ、分析装置１０の識別情報（装置名）、保守作業の実施日および保守作業情報の作成者
情報に対応付けられて管理装置２０に送信される。なお、キャンセルボタン１５０ｂがク
リックされると、編集内容は反映されずに、保守作業履歴一覧画面１４０が再度表示され
る。
【００６６】
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　管理装置２０では、ステップＳ５６において、編集された保守作業情報を受信したか否
かが判断され、ステップＳ５７において、保守作業情報データベース２１４ｂの保守作業
情報が更新される。具体的には、保守作業情報データベース２１４ｂに記憶された所定の
分析装置１０の所定の実施日に対応する保守作業情報が、編集された保守作業情報により
上書きされて保存される。
【００６７】
　そして、データ処理装置１２では、ステップＳ２７において、保守作業履歴一覧画面１
４０の新規ボタン１４０ａがクリックされたか否かが判断される。クリックされた場合に
は、ステップＳ２８において、管理装置２０に対して新規入力画面情報の要求がなされる
。
【００６８】
　管理装置２０では、ステップＳ５８において、新規入力画面情報の要求の有無が判断さ
れ、ステップＳ５９において、データ処理装置１２に新規入力画面情報が送信される。
【００６９】
　そして、データ処理装置１２では、ステップＳ２９において、新規入力画面情報の受信
の有無が判断され、ステップＳ３０において、図１３に示すように、メニュー画面１２０
上に新規入力画面１６０が表示される。新規入力画面１６０は、保守作業情報詳細画面１
５０と同様に構成されており、保存ボタン１６０ａおよびキャンセルボタン１６０ｂが設
けられている。この新規入力画面１６０において、ユーザは、新たな保守作業情報を入力
することが可能である。
【００７０】
　その後、ステップＳ３１において、新規の保守作業情報が入力されたか否かが判断され
る。具体的には、ユーザが保守作業情報を入力した後、保存ボタン１６０ａがクリックさ
れたか否かにより判断される。入力された保守作業情報は、ＲＡＭ１３３に一時的に記憶
され、保存ボタン１６０ａがクリックされた場合には、ステップＳ３２において、ユーザ
ＩＤ、分析装置１０の識別情報（装置名）、保守作業の実施日および保守作業情報の作成
者情報に対応付けられて管理装置２０に送信される。なお、キャンセルボタン１６０ｂが
クリックされると、新たな保守作業情報は入力されずに、保守作業履歴一覧画面１４０が
再度表示される。
【００７１】
　管理装置２０では、ステップＳ６０において、新たに入力された保守作業情報が受信さ
れたか否かが判断され、受信すると、ステップＳ６１において、保守作業情報データベー
ス２１４ｂの保守作業情報が更新が行われる。具体的には、受信された保守作業情報に対
応付けられた所定の分析装置１０の所定の実施日の保守作業情報として、保守作業情報デ
ータベース２１４ｂに新たに追加保存される。その後、ステップＳ６２において、シャッ
トダウン指示の有無が判断され、指示がなければ、ステップＳ４２に移行される。一方、
シャットダウン指示があると、ステップＳ６３において、シャットダウンが実行され、管
理装置２０の動作が終了される。
【００７２】
　データ処理装置１２では、保守作業情報を送信した後、ステップＳ３３において、ネッ
トワーク３０を介した管理装置２０との接続を切断する指示がユーザからあったか否かが
判断され、切断指示があった場合には、ステップＳ３４において切断処理が実行される。
その後、データ処理装置１２の動作が終了される。
【００７３】
　次に、図１４～図１６を参照して、ステップＳ３６における保守情報管理システム１の
ファイル取得処理について説明する。
【００７４】
　まず、ステップＳ３６１において、データ処理装置１２から管理装置２０に対してファ
イル一覧画面情報の要求が行われる。
【００７５】



(17) JP 5346479 B2 2013.11.20

10

20

30

40

50

　管理装置２０では、ステップＳ４６１において、ファイル一覧画面情報の要求の有無が
判断され、要求があった場合には、ステップＳ４６２において、データ処理装置１２にフ
ァイル一覧画面情報が送信される。
【００７６】
　そして、データ処理装置１２で、ステップＳ３６２において、ファイル一覧画面情報が
受信されたか否かが判断され、ステップＳ３６３において、図１５に示すように、ファイ
ル一覧画面１７０が表示される。ファイルには、たとえば、Ａｄｏｂｅ　Ｓｙｓｔｅｍｓ
社が開発したＰＤＦ形式などのファイル形式を用いてもよい。ファイル一覧画面１７０に
は、左側に表示される分析装置１０の精度管理に関する各種ファイルとともに、画面の右
側に保守作業情報に関する保守作業情報ファイル１７０ａが表示される。この保守作業情
報ファイル１７０ａの内容は、管理装置２０の保守作業情報データベース２１４ｂに記憶
される保守作業情報が装置ごとに月次で取りまとめられたレポートである。また、毎月分
のファイルは、月の末日から所定期間経過後に、前月に実施された保守作業の情報が１つ
のレポートとして取りまとめられ、ファイル一覧画面１７０にアップロードされる。また
、ファイル一覧画面１７０には、印刷ボタン１７０ｂおよびダウンロードボタン１７０ｃ
が表示される。
【００７７】
　そして、ステップＳ３６４において、いずれかのファイルが選択された後、印刷ボタン
１７０ｂまたはダウンロードボタン１７０ｃがクリックされたか否かにより、ファイルの
印刷または保存の指示があったか否かが判断され、いずれかの指示があった場合には、ス
テップＳ３６５において、指示内容に応じて、管理装置２０に対して印刷用データまたは
保存用データが要求される。
【００７８】
　管理装置２０では、ステップＳ４６３において、印刷用データまたは保存用データの要
求があったか否かが判断され、ステップＳ４６４において、要求があったデータがデータ
処理装置１２に送信される。
【００７９】
　そして、データ処理装置１２では、ステップＳ３６６において、送信された印刷用デー
タまたは保存用データが受信されたか否かが判断され、ステップＳ３６７において、印刷
動作または保存動作が実行される。具体的には、印刷動作が実行されると、データ処理装
置１２に接続されたプリンタにより、図１６に示すように、月次で取りまとめられた保守
作業情報に関するレポート１８０が出力される。一方、保存動作が実行されると、ネット
ワーク３０を介して、保守作業情報ファイル１７０ａがダウンロードされ、データ処理装
置１２のハードディスク１３４などに保存される。これにより、ユーザは、月次ごとに取
りまとめられたレポートを、管理装置２０で管理されている保守作業情報とは別に、ユー
ザ側で、電子データまたは印刷されたレポートの状態で、保存し、管理することが可能で
ある。その後、図６に示すステップＳ９に移行される。
【００８０】
　本実施形態では、上記のように、管理装置２０のＣＰＵ２１１を、データ処理装置１２
から送信された分析装置１０の識別情報および保守作業情報を受信し、受信した保守作業
情報を分析装置１０の識別情報と対応付けてハードディスク２１４に記憶するように構成
することによって、分析装置１０の保守作業情報を、分析装置１０とは別個の管理装置２
０により記憶して管理することができるので、たとえば、分析装置１０が故障した場合で
も、保守作業情報が失われない。これにより、ユーザは、分析装置１０の故障などに備え
て保守作業情報のバックアップを取る必要がない。
【００８１】
　また、本実施形態では、管理装置２０に、ユーザの認証を行うためのユーザ情報を記憶
するアクセス権限情報データベース２１４ａを設け、管理装置２０のＣＰＵ２１１を、ユ
ーザの識別情報を受け付け、受け付けたユーザの識別情報およびアクセス権限情報データ
ベース２１４ａに記憶されたユーザ情報に基づいて、ユーザの認証を行うとともに、認証
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されたユーザが入力する保守作業情報を受信するように構成することによって、管理装置
２０において、認証されないユーザが入力する保守作業情報は受信されないので、認証さ
れないユーザが入力する保守作業情報は保守作業情報データベース２１４ｂに記憶されな
い。これにより、管理装置２０がネットワーク３０を介して複数のユーザからアクセス可
能に構成されていても、受信される保守作業情報が制限されるので、管理装置２０の保守
作業情報データベース２１４ｂに記憶される保守作業情報の信頼性が低下するのを抑制す
ることができる。
【００８２】
　また、本実施形態では、管理装置２０のＣＰＵ２１１を、保守作業情報を月次でまとめ
たレポート１８０を作成し、作成したレポート１８０を所定時期に所定のユーザに提供す
るように構成することによって、所定のユーザは、保守作業情報が月次でまとめられたレ
ポート１８０を用いて、１ヶ月分の保守作業情報を容易に確認することができる。また、
１ヶ月以上の長期間分の保守作業情報を管理する場合にも、レポート１８０が月次でまと
められているので、容易に管理することができる。
【００８３】
　なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範
囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が
含まれる。
【００８４】
　たとえば、上記実施形態では、管理装置２０のＣＰＵ２１１により、保守作業情報が日
付順に並べられる例を示したが、本発明はこれに限らず、保守作業の内容に基づいて保守
作業情報を分類して並べてもよい。また、保守作業情報の作成者ごとに分類して並べても
よい。
【００８５】
　また、上記実施形態では、保守作業情報が月次で取りまとめられたレポートを、ユーザ
がダウンロードして端末処理装置に保存する例を示したが、本発明はこれに限らず、月次
で取りまとめられたレポートを、管理装置から端末処理装置に自動的に送信してもよい。
また、このレポートを、ＣＤ－ＲＯＭなどの可搬型記録媒体に記憶してユーザに配布して
もよい。
【００８６】
　また、上記実施形態では、分析装置と管理装置とを専用のネットワークを介して接続す
る構成の例を示したが、本発明はこれに限らず、データの送受信を行うことが可能であれ
ば、たとえば、インターネット、イントラネットまたはＬＡＮなど、その他のネットワー
クを介して分析装置と管理装置とを接続する構成であってもよい。
【００８７】
　また、上記実施形態では、装置本体１１により測定された測定データを処理して分析結
果を得るデータ処理装置１２が端末処理装置として用いられる構成の例を示したが、本発
明はこれに限らず、ネットワークを介して管理装置に接続されておれば、分析装置とは別
個に設けられた端末処理装置を設けてもよい。たとえば、１つの施設に複数の分析装置が
配置されている場合に、それら複数の分析装置に接続された端末処理装置を設け、この端
末処理装置において複数の分析装置の保守作業情報を入力してもよい。
【００８８】
　また、上記実施形態では、施設ごとにユーザＩＤを割り当てる例を示したが、本発明は
これに限らず、分析装置ごとにユーザＩＤを割り当ててもよいし、保守作業情報の作成者
ごとにユーザＩＤを割り当ててもよい。また、複数の施設に同じユーザＩＤを割り当てて
もよいし、1つの施設内の複数の分析装置をいくつかのグループに分け、各グループにユ
ーザＩＤを割り当ててもよい。
【００８９】
　また、上記実施形態では、保守情報管理システムに１つの管理装置を設ける例を示した
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が、本発明はこれに限らず、保守情報管理システムに２つ以上の管理装置を設けてもよい
。
【００９０】
　また、上記実施形態では、保守作業情報を月次で取りまとめたレポートを管理装置が送
信する例を示したが、本発明はこれに限らず、保守作業情報を日次や年次など、月次とは
異なる期間で取りまとめたレポートを管理装置が送信してもよい。
【００９１】
　また、上記実施形態では、カレンダー画面１３０で選択された日付を先頭にして日付順
に並べられた保守作業履歴情報がデータ処理装置１２に送信されているが、本発明はこれ
に限らず、ユーザに指定された日付に対応する保守作業情報のみをデータ処理装置１２に
送信してもよいし、ユーザに指定された期間（たとえば、２００８年１月１日～２００８
年１月３１日）に対応する保守作業情報をデータ処理装置１２に送信してもよい。
【００９２】
　また、上記実施形態では、分析装置における保守作業情報を管理装置に送信する端末処
理装置から保守作業情報を管理装置に要求する例を示したが、本発明はこれに限らず、分
析装置における保守作業情報を管理装置に送信する端末処理装置に加えて、保守作業情報
を管理装置に送信する端末処理装置以外の保守作業情報の送信を行わない他の端末処理装
置から保守作業情報を管理装置に要求するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】本発明の一実施形態による保守情報管理システムの全体構成を示した概念図であ
る。
【図２】図１に示した一実施形態による保守情報管理システムの端末処理装置のブロック
図である。
【図３】図１に示した一実施形態による保守情報管理システムの管理装置のブロック図で
ある。
【図４】図１に示した一実施形態による保守情報管理システムの管理装置に設けられた保
守作業情報データベースに格納された情報を説明するための図である。
【図５】図１に示した一実施形態による保守情報管理システムの管理装置に設けられたア
クセス権限情報データベースに格納された情報を説明するための図である。
【図６】図１に示した一実施形態による保守情報管理システムの端末処理装置および管理
装置の動作を説明するためのフローチャートである。
【図７】図１に示した一実施形態による保守情報管理システムの端末処理装置および管理
装置の動作を説明するためのフローチャートである。
【図８】図１に示した一実施形態による保守情報管理システムの端末処理装置で表示され
るログイン画面を示した図である。
【図９】図１に示した一実施形態による保守情報管理システムの端末処理装置で表示され
る装置一覧画面を示した図である。
【図１０】図１に示した一実施形態による保守情報管理システムの端末処理装置で表示さ
れるカレンダー画面を示した図である。
【図１１】図１に示した一実施形態による保守情報管理システムの端末処理装置で表示さ
れる保守作業履歴一覧画面を示した図である。
【図１２】図１に示した一実施形態による保守情報管理システムの端末処理装置で表示さ
れる保守作業情報詳細画面を示した図である。
【図１３】図１に示した一実施形態による保守情報管理システムの端末処理装置で表示さ
れる新規入力画面を示した図である。
【図１４】図６に示したステップＳ３６におけるファイル取得処理を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図１５】図１に示した一実施形態による保守情報管理システムの端末処理装置で表示さ
れるファイル一覧画面を示した図である。
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【図１６】図１に示した一実施形態による保守情報管理システムの管理装置で作成される
保守作業情報のレポートを示した図である。
【符号の説明】
【００９４】
　１　保守情報管理システム
　１０　分析装置
　１２　端末処理装置
　２０　管理装置
　３０　ネットワーク
　１３０　カレンダー画面
　１３１　ＣＰＵ
　１８０　レポート
　２１１　ＣＰＵ

【図１】 【図２】
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【図１４】 【図１５】
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